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「たつの市男女共同参画プラン（素案）」へ提出された意見及びそれに対する考え方 

 
 
「たつの市市民意見公募手続（パブリックコメント）実施要綱」に基づき、「たつの市男女共同参画プラン（素案）」についての意見公募を行

ったところ、市民の皆さんから貴重なご意見をお寄せいただきました。 

 提出いただいたご意見について、内容とそれに対する考え方、意見を参考とした修正内容及び作成した「たつの市男女共同参画プラン（素

案）」を公表します。 
 なお、意見については、趣旨を損わないように要約しました。また、無記名のものや賛否の結論だけを示した意見、今回の「たつの市男女

共同参画プラン（素案）」と直接関係のない意見については、市の考えは示していません。 
 
１ パブリックコメントの概要 

（１） 意見募集期間 平成 20 年 2 月 1 日（金） ～ 平成 20 年 2 月 22 日（金） 
 

（２） 意見提出状況  ４件(３通) 
     （郵送  通   電子メール  通   ファクシミリ 通    持参 ３通）  
 

（３） 意見の内容（項目別） 
啓発活動の推進について（１件） ①固定的な性別役割分担意識の解消・変革 
健康づくりの推進について（１件） ①女性の心身の健康保持増進のための支援 
推進体制の整備について（２件） ①庁内推進体制の充実  ②拠点施設の整備の検討と関連施設との連携強化 
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２ パブリックコメントの意見内容 

＜啓発活動の推進について（１件）＞ 
項目 提出された市民からの意見 件数 考え方 

①固定的な性別役割分担

意識の解消・変革 
私（生物学的性別・男、社会的性別・

女）が「ミス・たつの」となり、周囲の

方々に対し、ジェンダー・フリーという

概念をもって「男だからこうあるべき」

「女だからこうあるべき」といった古い

固定的な社会通念や慣習から解き放つ

呼びかけを行い。たつの市が取り組むべ

き、向かうべき方向性をともに考えてい

ただく。 
男女共同参画社会推進において、既に

意識を持っている少数の方々より、あま

り意識を持っていないと思われる大半

の方々に対しての意識づけこそ大切と

考えます。 

１ まず、ジェンダー（社会的性別）は、プラン（素案）の「用

語の解説」にも記載させていただいていたとおり、「社会に

よって作り上げられた男性像や女性像」を言いますので、「生

物学的性別・男、社会的性別・女」という考え方は当てはま

りません。 

また、「ミスたつの」募集要項は、「たつの市民まつり運営

委員会」において協議されて定められたもので、その応募資

格は、「女性」と明記されており、男性は対象とされており

ません。 

しかし、問題視されている「男だからこうあるべき」「女

だからこうあるべき」といった「固定的な性別役割分担意識」

は、その人の個性や能力の発揮を阻害していることから、そ

の解消に向けて、まず、セミナーの開催や情報誌の発行など

によって、啓発活動を実施する予定です。その啓発活動の方

法については、今後、市民の皆様のご意見をお聴きしながら、

充実を図っていきたいと考えております。 
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＜健康づくりの推進について（１件）＞ 
項目 提出された市民からの意見 件数 考え方 

①女性の心身の健康保持

増進のための支援 
スポーツ・レクリエーション活動の普

及と男女共同参画社会づくりへの啓発の

一環として、市の取組みを浸透させるた

め、女性団体の方々を対象にした（仮称）

ボクシング・エクササイズを情報提供活

動として行なう。 
【ボクシング・エクササイズが有効な理由 】

・パンチを打ち出すという行為自体が、

自律神経を促す。 
・これまで、この運動行為自体をした

ことがない女性が圧倒的に多いこと

もあり、意識改善・改革に役立つ。 
・費用がかからず、気持ちと身体一つ

でできる。 

１ 男女共同参画社会づくりに「健康」をとりあげているのは、

いくら参加の機会があっても、まず健康でないと、実際に参

加することが難しいという考え方によるものです。 
プラン（素案）には、「基本目標Ⅲ 健康の保持と福祉サ

ービスの充実」の施策の基本的方向「①女性の心身の健康保

持増進のための支援」で、各種健康診査やスポーツ教室の実

施を掲げています。 
今後、その内容については、参加される市民の皆様のご意

見をお聴きしながら、充実を図っていきたいと考えておりま

すので、今回のご提案は貴重なご意見として参考にさせてい

ただきます。 
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＜推進体制の整備について（２件）＞ 
項目 提出された市民からの意見 件数 考え方 

①庁内推進体制の充実  プランは、今後どのように行政に生か

されるか見守る体制作りはどうなるの

でしょうか。 
プラン策定後、市民との話し合いの場

が持たれ又プランにそっての活動計画

を見守りたい。 

１  「基本目標Ⅴ 推進体制の整備」の施策の基本的方向「②

庁内推進体制の充実」に記載しておりますとおり、プランの

具体的施策の所管課が毎年度の実施状況について男女共同

参画担当課に報告し、その進捗状況を検証いたします。  
 そして、その実施状況は、市民に公表いたします。 

プランの実施については、まず意識改革に向けて、情報誌

の発行や啓発セミナーの開催を考えておりますが、「市民と

の話し合いの場」については、今後、啓発セミナー等での市

民の皆様との意見交換の場を設けるなど検討いたします。 
②拠点施設の整備の検討

と関連施設との連携強化 
 拠点施設の整備を提言いたします。 １ 「基本目標Ⅴ 推進体制の整備」の施策の基本的方向「③拠

点施設の整備の検討と関連施設との連携強化」に記載してお

りますとおり、今後の市立施設の空きスペース等の有効利用

とともに、拠点施設の整備を検討していきます。 

 
 

３ 修正一覧表 

※皆さんよりいただいた意見を参考に、下記のとおり修正しました。（下線箇所） 
項目 修正前 修正後 修正理由 

修正なし    
 


